
澣広報くろしお  №236　2025（令和7）年11月号

　高知労働局では、県内すべての労働者に適用される「高知県最低賃金」を改正し、令和７年１２月
１日から施行することとしました。
  この決定により、令和７年１２月１日以降分として労働者に支払う賃金は、１時間１,０２３円以上と
しなければなりません。
○お問い合わせ　高知労働局 賃金室　蕁０８８―８８５―６０２４　　四万十労働基準監督署　蕁３５―３１４８

最低賃金改正のお知らせ

　国税庁では、毎年１１月１１日から１１月１７日までの１週間を「税を考える週間」とし、「これからの社
会にむかって」をテーマとして、国民生活と税の関わりを理解してもらうことにより、国民の納税
意識の向上を図ることとしています。この期間に、幡多租税教育推進協議会では、将来を担う小中
学生および高校生から応募があった税をテーマとした作文や習字、絵はがき、標語作品の内、優秀
作品を展示した作品展を開催します。ぜひ、幡多地域の児童・生徒の力作をご覧ください。
◆日時・場所　
①１１月１１日（火）～１１月１７日（月）午前９時～午後１０時　アピアさつき（四万十市右山五月町８―１３）
②１１月１８日（火）～１１月２７日（木）午前９時～午後９時（初日は午後１時から、最終日は午後１時まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フジグラン四万十（四万十市具同２２２２）
○お問い合わせ　幡多租税教育推進協議会事務局（中村税務署 総務課）
　　　　　　　　蕁３５―２１３５　ダイヤル後「２」を押してください。

◆受験資格
・
蕁０８７―

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

税に関する作品展の開催についてi

　第２０回黒潮町社会福祉大会を開催します。今年度は、「つなぐ　つながる　みんなのまち～お互
いさまの“和”～」というテーマで、町内小中学校・高等学校より意見発表・活動紹介があります。
　模範高齢者表彰・ボランティア功労者表彰もあるので、ぜひお越しください。
◆日時・場所　１１月１５日（土）　午前１０時～午前１１時４０分（予定）　保健福祉センター
○お問い合わせ　本庁 健康福祉課 福祉係　蕁４３―２１２４

社会福祉大会を開催しますi

　県では、理容・美容・クリーニングの３業種で、厚生労働大臣の認めたルールに従って、安心・
安全・清潔のサービスを提供しているお店を、標準営業約款登録店舗とし、Ｓマークの表示でお知
らせしています。
　毎年１１月を「標準営業約款普及登録促進月間」として、消費者の皆さんへはＳマークの
周知、営業者の方には登録を呼びかけています。お近くの店先を探してみませんか。
○お問い合わせ　（公財）高知県生活衛生営業指導センター　蕁０８８―８５５―５１００

Ｓマーク（標準営業約款制度）をご存じですかi

設置費用に6万円かかる場合
町の補助金：3万円

実質負担金：3万円

　現在お持ちの自動車に、アクセルとブレーキの踏み違いによる急発進を防止する装置を後付けで
設置した場合、その費用の一部を補助します。
◆補助対象者　町内に住民票がある６５歳以上の方
◆補助率・補助金額　１／２　上限５万円（１００円未満は切り捨て）　
（例）設置費用が６万円の場合、実質負担金は３万円になります。

　補助を希望される方は、事前に担当までお問い合わせください。

○申請・お問い合わせ　本庁 情報防災課 消防防災係　　　　　蕁４３―２１８８
　　　　　　　　　　　佐賀支所 地域住民課 総合窓口第１係　蕁５５―３１１３

黒潮町自動車安全運転支援装置設置補助金制度のご案内


